
（第17620号）東 京 都 公 報令和4年7月19日（火曜日）

�

日
刊
（
日
曜
日
、
土
曜
日
、
休
日
休
刊
）

１

目

次

告

示

○
市
街
地
再
開
発
組
合
の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
認
可

…
…
…
…
…
…
…（
都
市
整
備
局
市
街
地
整
備
部
再
開
発
課
）…
�

○
東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
に
よ
る
環
境
影
響
評
価
書
案

等
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課
）…
�

告

示
（
下
水
）

○
平
成
二
十
三
年
東
京
都
下
水
道
局
告
示
第
九
号
（
東
京
都

下
水
道
局
下
水
道
事
務
所
及
び
水
再
生
セ
ン
タ
ー
の
設

置
）
の
一
部
改
正
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
�

公

告

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
意
見
の
概
要
…
…
…

…
…
…
…
…
…
…（
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課
）…
�

○
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
東
京
都
の
意
見
の
概

要
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
同
）…
�

告

示

◉
東
京
都
告
示
第
千
七
十
九
号

都
市
再
開
発
法
（
昭
和
四
十
四
年
法
律
第
三
十
八
号
）
第
三
十
八

条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
小
川
駅
西
口
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

の
定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二
項
に

お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ

う
に
告
示
す
る
。

令
和
四
年
七
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

組
合
の
名
称

小
川
駅
西
口
地
区
市
街
地
再
開
発
組
合

二

事
業
施
行
期
間

令
和
二
年
四
月
十
七
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三

施
行
地
区

小
平
市
小
川
西
町
四
丁
目
及
び
小
川
東
町
一
丁
目
各
地
内

四

事
務
所
の
所
在
地
及
び
設
立
認
可
の
年
月
日

小
平
市
小
川
西
町
四
丁
目
十
四
番
二
十
七
号
Ｎ
Ｍ
Ｃ
ビ
ル
二
階

令
和
二
年
四
月
十
七
日

五

定
款
及
び
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
の
年
月
日

令
和
四
年
七
月
十
九
日

◉
東
京
都
告
示
第
千
八
十
号

東
京
都
環
境
影
響
評
価
条
例
（
昭
和
五
十
五
年
東
京
都
条
例
第
九

十
六
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
四
十
八
条
の
規
定
に
基
づ

き
、
（
仮
称
）
今
井
土
地
区
画
整
理
事
業
に
つ
い
て
、
環
境
影
響
評

価
書
案
（
以
下
「
評
価
書
案
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
概
要
の
提
出

が
あ
り
、
条
例
第
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
事
業
段
階

関
係
地
域
を
定
め
た
の
で
、
条
例
第
五
十
二
条
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
七
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

事
業
段
階
関
係
地
域
の
範
囲

青
梅
市

今
井
一
丁
目
、
今
井
二
丁
目
、
今
井
三
丁
目
、
今
井

四
丁
目
、
今
井
五
丁
目
、
藤
橋
二
丁
目
、
藤
橋
三
丁

目
及
び
新
町
六
丁
目
の
区
域

二

事
業
者
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在

地
今
井
土
地
区
画
整
理
組
合
設
立
準
備
会

会
長

石
井

昭
一

青
梅
市
今
井
二
丁
目
一
〇
五
六
番
地

三

対
象
事
業
の
名
称
及
び
種
類

（
仮
称
）
今
井
土
地
区
画
整
理
事
業

土
地
区
画
整
理
事
業

四

対
象
事
業
の
内
容
の
概
略

対
象
事
業
は
、
首
都
圏
中
央
連
絡
自
動
車
道
青
梅
イ
ン
タ
ー
チ

ェ
ン
ジ
に
隣
接
す
る
利
便
性
を
い
か
し
、
流
通
業
務
施
設
を
中
心

と
し
た
ま
ち
づ
く
り
の
推
進
を
目
的
に
、
土
地
区
画
整
理
事
業
に

よ
り
流
通
業
務
施
設
用
地
、
公
園
、
緑
地
、
都
市
計
画
道
路
等
の

整
備
を
行
う
も
の
で
あ
る
。

五

環
境
に
及
ぼ
す
影
響
の
評
価
の
結
論
の
概
要

事
業
者
は
、
大
気
汚
染
、
騒
音
・
振
動
、
地
形
・
地
質
、
水
循

環
、
生
物
・
生
態
系
、
景
観
、
史
跡
・
文
化
財
及
び
廃
棄
物
に
つ

い
て
評
価
を
行
い
、
そ
の
結
論
は
別
記
の
と
お
り
で
あ
る
。

六

評
価
書
案
の
縦
覧

㈠

期
間

令
和
四
年
七
月
十
九
日
か
ら
同
年
八
月
十
七
日
ま
で
。
た
だ

し
、
日
曜
日
、
土
曜
日
及
び
国
民
の
祝
日
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
二
十
三
年
法
律
第
百
七
十
八
号
）
に
規
定
す
る
休
日
を
除
く
。

㈡

時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で

㈢

場
所

ア

青
梅
市
環
境
部
環
境
政
策
課
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青
梅
市
東
青
梅
一
丁
目
十
一
番
地
の
一

イ

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

東
京
都
庁
第
二
本
庁

舎
十
九
階

ウ

東
京
都
多
摩
環
境
事
務
所
管
理
課

立
川
市
錦
町
四
丁
目
六
番
三
号

東
京
都
立
川
合
同
庁
舎

三
階

七

都
民
の
意
見
書
の
提
出

㈠

提
出
方
法

持
参
、
郵
送
又
は
電
子
メ
ー
ル

㈡

記
載
事
項

ア

氏
名
及
び
住
所
（
法
人
そ
の
他
の
団
体
に
あ
っ
て
は
、
名

称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
東
京
都
の
区
域
内
に
存
す
る
事
務

所
又
は
事
業
所
の
所
在
地
）

イ

対
象
事
業
の
名
称

ウ

環
境
の
保
全
の
見
地
か
ら
の
意
見

㈢

期
限

令
和
四
年
九
月
一
日

㈣

提
出
先

ア

持
参
又
は
郵
送

東
京
都
環
境
局
総
務
部
環
境
政
策
課

郵
便
番
号
一
六
三－

八
〇
〇
一

新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目

八
番
一
号

イ

電
子
メ
ー
ル

送
付
先
、
件
名
等
は
、
東
京
都
環
境
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

掲
載
す
る
。

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ア
ド
レ
ス

https:／／w
w
w
.kankyo.m

etro.tokyo.lg.jp／assessm
e

nt／reading_guide／index.htm
l
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告

示
（
下
水
）

◉
東
京
都
下
水
道
局
告
示
第
八
号

平
成
二
十
三
年
東
京
都
下
水
道
局
告
示
第
九
号
（
東
京
都
下
水
道

局
下
水
道
事
務
所
及
び
水
再
生
セ
ン
タ
ー
の
設
置
）
の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

令
和
四
年
七
月
十
九
日

東
京
都
下
水
道
局
長

奥

山

宏

二

表
東
京
都
下
水
道
局
中
部
下
水
道
事
務
所
の
項
中
「
二
号
」
を

「
三
号
」
に
改
め
る
。

公

告

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
意
見
の
概
要
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
の
公
告
に
係
る

意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

意
見
の
概
要
を
公
告
し
、
当
該
意
見
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
七
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

小
田
急
百
貨
店
本
館
ビ
ル
・
小
田
急
新
宿
駅
南

口
専
門
店
ビ
ル

二

店
舗
所
在
地

新
宿
区
西
新
宿
一
丁
目
一
番
三
号
ほ
か

三

設
置
者
名

小
田
急
電
鉄
株
式
会
社
ほ
か
一
名

四

意
見

ア

聴
取
者

新
宿
区
長

イ

概
要

意
見
な
し

ウ

収
受
日

令
和
四
年
七
月
四
日
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五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課

（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

六

縦
覧
期
間

令
和
四
年
七
月
十
九
日
か
ら
同
年
八
月
十
九
日

ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条

例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め

る
休
日
を
除
く
。

七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
。

た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

第
一
生
命
保
険
株
式
会
社
日
比
谷
本
社
ビ
ル
店

舗
計
画

二

店
舗
所
在
地

千
代
田
区
有
楽
町
一
丁
目
十
三
番
一
号
ほ
か

三

設
置
者
名

第
一
生
命
保
険
株
式
会
社

四

意
見

ア

聴
取
者

千
代
田
区
長

イ

概
要

意
見
な
し

ウ

収
受
日

令
和
四
年
七
月
四
日

五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課

（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

六

縦
覧
期
間

令
和
四
年
七
月
十
九
日
か
ら
同
年
八
月
十
九
日

ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に
関
す
る
条

例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に
定
め

る
休
日
を
除
く
。

七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
。

た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
東
京
都
の
意
見

の
概
要
に
つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八

条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
東
京
都
の
意
見
に
つ
い
て
、
同
条
第
六
項

の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り
概
要
を
公
告
し
、
当
該
意
見
を
縦
覧
に

供
す
る
。

令
和
四
年
七
月
十
九
日東

京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名
、
店
舗
所
在
地
及
び
設
置
者
名

㈠
ア

店
舗
名

（
仮
称
）
板
橋
区
南
町
計
画

イ

店
舗
所
在
地

板
橋
区
南
町
二
十
一
番
一
ほ
か

ウ

設
置
者
名

旗
保
全
株
式
会
社

㈡
ア

店
舗
名

丸
井
池
袋
店
新
館

イ

店
舗
所
在
地

豊
島
区
西
池
袋
三
丁
目
二
十
九
番
一
号
ほ

か

ウ

設
置
者
名

株
式
会
社
丸
井
ほ
か
三
名

㈢
ア

店
舗
名

モ
リ
パ
ー
ク
ア
ウ
ト
ド
ア
ヴ
ィ
レ
ッ
ジ

イ

店
舗
所
在
地

昭
島
市
田
中
町
六
百
十
番
地
四
ほ
か

ウ

設
置
者
名

三
井
住
友
信
託
銀
行
株
式
会
社

㈣
ア

店
舗
名

ヤ
オ
コ
ー
立
川
若
葉
町
店

イ

店
舗
所
在
地

立
川
市
若
葉
町
一
丁
目
十
二
番
一
ほ
か

ウ

設
置
者
名

株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー

㈤
ア

店
舗
名

ヤ
オ
コ
ー
稲
城
南
山
店

イ

店
舗
所
在
地

稲
城
市
大
字
東
長
沼
九
号
二
千
五
百
三
十

番
地

ウ

設
置
者
名

株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー

㈥
ア

店
舗
名

ヤ
オ
コ
ー
青
梅
今
寺
店

イ

店
舗
所
在
地

青
梅
市
今
寺
五
丁
目
十
四
番
地
一
ほ
か

ウ

設
置
者
名

株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー

㈦
ア

店
舗
名

ヤ
オ
コ
ー
小
平
回
田
店

イ

店
舗
所
在
地

小
平
市
回
田
町
三
百
四
十
番
一
ほ
か

ウ

設
置
者
名

株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー

㈧
ア

店
舗
名

ヤ
オ
コ
ー
西
武
立
川
駅
前
店

イ

店
舗
所
在
地

昭
島
市
美
堀
町
一
丁
目
一
番
一
号

ウ

設
置
者
名

株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー

㈨
ア

店
舗
名

ヤ
オ
コ
ー
八
王
子
並
木
町
店

イ

店
舗
所
在
地

八
王
子
市
並
木
町
三
十
五
番
一
号

ウ

設
置
者
名

株
式
会
社
ヤ
オ
コ
ー

二

東
京
都
の
意
見
の
概
要

ア

概
要

一
㈠
か
ら
㈨
ま
で
の
店
舗
に
係
る
届
出
に

つ
い
て
は
、
区
市
の
意
見
に
配
意
す
る
と

と
も
に
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
四
条

に
基
づ
く
指
針
を
勘
案
し
、
総
合
的
に
判

断
し
て
、
意
見
な
し
と
す
る
。

イ

意
見
の
通
知
日

令
和
四
年
七
月
七
日

三

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振

興
課
（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一

号
）

四

縦
覧
期
間

令
和
四
年
七
月
十
九
日
か
ら
同
年
八
月
十

九
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に

関
す
る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第

十
号
）
に
定
め
る
休
日
を
除
く
。

五

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分

ま
で
。
た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま

で
を
除
く
。
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